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市区町村における地域防災力・危機管理能力評価指針 
～ 全市区町村で防災力自己評価を実施 ～ 

 
地方公共団体の地域防災力・危機管理能力の充実を図るためには、地方公共団体が自ら

の防災・危機管理体制の実態を的確に把握することが重要であることから、消防庁では平

成１４年度より「地方公共団体の地域防災力･危機管理対応力評価指針作成検討会（座長：

吉井 博明、東京経済大学コミニュケーション学部教授）」を開催してまいりました。昨年

度は、都道府県版評価指針を作成し、各都道府県に対し約８００の評価項目（はい・いい

え又は択一式）に答える形で、防災力の自己評価を行っていただき、その結果を公表した

ところです。 

この度、昨年度からの検討会での結果を踏まえ、約８００の評価項目にわたる「市区町

村における地域防災力･危機管理能力評価指針」を作成しましたので、お知らせします。 

 
１ 市区町村版評価指針の概要等 

  市区町村版評価指針は、都道府県版と同様に災害発生時の防災体制等を対象とした「共通の設

問」、「地震災害に関する設問」、「風水害に関する設問」、火山災害、危険物災害、原子力事故、テ

ロを対象とした「その他の災害に関する設問」に分類し、各設問に答えることで市区町村において

自らの防災危機管理体制の現状を的確に把握することができます。 

 また、自己評価の手法等は下記のとおりです。 

・ 災害に備えるためなど危機管理における施策実施の流れ（「リスク把握・評価」→「被害の軽

減・予防策」→「体制整備、計画策定」→「評価、見直し」）に沿って立てた①から⑨の指標

について評価の平均値を示しています。（グラフ１参照） 

・ 評価を行う項目は、内容によって基礎（災害のリスクに関係なく、最低限実施すべき対策）・

標準（災害のリスクがある程度見込まれる場合に実施が望ましい対策）・応用（より効果的で

高度な災害対策を実施するための対策）に分類しています。 

・ 評価結果は全体を１００として数値化しています。 
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全体評価

①リスク把握・評価、被害想定

②被害の軽減・予防策

③体制の整備

④情報連絡体制

⑤資機材・備蓄の確保・管理

⑥活動計画策定

⑦住民との情報共有

⑧教育・訓練等

⑨評価・見直し

総合評価

基本

標準

応用

グラフ１　　　　全国平均



 

 

共通の設問 

 

          ◎防災体制  

◎自主防災組織 ◎消防団 ◎避難所 ◎関係機関等との協力体制 

   ◎情報通信システム ◎情報連絡体制 ◎広報体制  ◎防災資機材・備蓄 

    ◎地域防災計画 ◎活動優先度 ◎応急対策活動計画 ◎復旧・復興 

        ◎全体的な評価・見直し   

  凡例：◎は設問中の小項目 

 

設問例（共通の設問：防災体制）  

「貴機関の災害対策本部や警戒本部の設置・解散、事務分掌についてお聞きします。以下の中であ

てはまるものすべてに○をつけてください。」 

 1.防災基本計画に示されている１２の災害のうち想定されるすべての事象に対して客観的な災害

対策本部設置基準を設定している 

 2.一部の災害についてのみ客観的な災害対策本部設置基準を設定している 

 3.警戒本部の解散基準あるいは警戒体制解除基準が決まっている 

            

             

  

地震災害に関する設問・風水害に関する設問      その他の災害に関する設問 

 

 

      リスク評価・被害想定                      

        防災体制・被害軽減      

        広報・啓発・訓練        

     

 

 設問例（地震災害に関する設問：広報・啓発）  

「次に示す地震災害を対象とした具体的な対策内容について、以下の中で行っているものすべて

に○をつけてください。」 

1.家庭内備蓄、非常持ち出し品に関する広報・啓発 

2.避難所、避難路、避難方法に関する広報・啓発 

3.避難所での避難生活に関する広報・啓発 

     

設問例（危険物施設事故に関する設問：教育・訓練）  

「防災関係の教育機関等（国・都道府県を含む）における危険物施設事故を対象とした防災教育・

研修の受講について、以下の中で年１回以上行っているものすべてに○をつけてください。」 

1他機関が実施する防災教育・研修を職員に受講させている 

2.他機関が実施する防災教育・研修を消防団に受講させている 

3.他機関が実施する防災教育・研修を事業者に受講させている 

 

火山災害  

危険物施設事故 

原子力災害    

テロ対策 



評価を実施する市区町村は、その地域に想定されない災害（山岳地域における津波や管轄地域や

隣接地域に火山のない団体における火山災害等）については、「非該当」として評価対象外とする

ことができます。 

なお、評価内容について都道府県版評価指針との主な相違点は下記のとおりです。 

(1) 「共通の設問」において、自主防災組織及び消防団に関する設問を設けたこと。 

 例）「自主防災組織（自警団、市民消火隊を含む）の組織率」、「消防団員の人口比率」 

(2) 同項目において、避難所（避難場所・指定避難所）に関する設問を設けたこと。 

 例）「避難所となる施設の非常電源配備率」、「非常用電源設備の配備率」 

(3) 同項目において、情報通信システムの設問を具体化したこと。 

例）「市町村防災行政無線（移動系無線、地域防災無線、同報系無線）の有無」 

なお、都道府県版評価指針についても昨年試行的に実施した際の都道府県からの意見等を踏まえ、

全体を通して用語の説明を付加するなどの修正・改善をしました。 

   

２ 地域特性の類似する団体との比較 

防災力評価の実施結果は、各地方公共団体における防災力等の点検・改善に活用することが期待

されます。よって、各市区町村の自己評価に使用することはもとより、他の類似する地域特性を持

つ市区町村との比較を可能とするため、人口、面積、本年度予算額等の市区町村の地域特性につい

ての質問項目（記述式）を設けています。 

 

３ これからの予定 

本年度は、都道府県版評価指針とともに全国各市区町村に市区町村版評価指針を送付し、自己評

価をしていただいき、全国的な評価結果を公表する予定です。 

また、全国的な評価結果を踏まえ、市区町村の防災危機管理体制について、専任職員・スタッフ・

幹部等の効果的な組織パターンの検証、迅速かつ的確な災害対応のための２４時間対応体制の検討、防

災部局と消防本部（組合）との連携・一体化等の検討を行い、市区町村のあるべき防災体制や財政規模、

災害リスク、人口規模等に応じた効率的な組織体制を分析することとしています。 

 

 
 
 
 

問い合わせ先 
消防庁防災課 田辺、五十嵐 
電 話 03-5253-7525(直) 03-5253-5111(代)7762(内)  

ＦＡＸ 03-5253-7535 

E-mail igarashi-k@fdma.go.jp 


